
 

議案 第１号 

 

 

 

令和３年度の夏季休業日の変更及び創立記念日における授業の実施について 

 

 

 

 １．令和３年度の夏季休業日の変更について 

夏季休業期間を令和３年７月２１日（水）～８月２９日（日）とし、８月３０日（月） 

より２学期として授業を実施 

 

 

 ２．創立記念日における授業の実施について 

各校の創立記念日に、授業を実施 

 

 

 

 


